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2022 年 4 ⽉ 1 ⽇ No. 164（毎⽉ 1 ⽇発⾏） 

各種税務申告期限の延⻑及び雇⽤維持のための補助⾦制度について 

1. 各種税務申告期限の延⻑について 

(1） 法⼈税申告 
⾹港税務局は 2022 年 3 ⽉ 18 ⽇、新型コロナウイルス感染の第 5 波を受けて、2021/22 年度

の法⼈税の申告期限を以下の通りに延⻑すると発表しました。 
Code N（決算⽇が 4 ⽉から 11 ⽉まで）の法⼈については例年より 2 か⽉、Code D（決算⽇

が 12 ⽉）の法⼈については例年より約 2 週間の延⻑となります。現時点では Code M（決算⽇が 1
⽉から 3 ⽉まで）の法⼈の申告期限の延⻑の情報は出ておりませんが、新型コロナウイルスの感染拡
⼤の状況次第では延⻑される可能性がありますので、引き続き税務局の発表に注視する必要がありま
す。 

 
会社の決算期 本来の税務申告期限 2021/22 年度の申告期限 

4 ⽉〜11 ⽉（Code N） 2022 年 4 ⽉ 30 ⽇ 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇ 

12 ⽉（Code D） 2022 年 8 ⽉ 15 ⽇ 2022 年 8 ⽉ 31 ⽇ 

1 ⽉〜3 ⽉（Code M） 2022 年 11 ⽉ 15 ⽇ 2022 年 11 ⽉ 15 ⽇ 

1 ⽉〜3 ⽉（損失会社の特例） 2023 年 1 ⽉ 31 ⽇ 2023 年 1 ⽉ 31 ⽇ 

 
(2） 雇⽤主⽀払報酬申告 

⾹港政府は 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇、2021/22 年度の雇⽤主⽀払報酬申告書（Employerʼs 
return、BIR56A 及び IR56B）の申告期限を 2022 年 6 ⽉ 1 ⽇まで延⻑すると発表しました。例
年は 5 ⽉ 1 ⽇までの提出が求められていたため、1 か⽉の延⻑が⾏われたことになります。 

 
申告書の種類 本来の申告期限 2021/22 年度の申告期限 

BIR56A 及び IR56B 2022 年 5 ⽉ 1 ⽇ 2022 年 6 ⽉ 1 ⽇ 

 
(3） 個⼈所得税申告 

⾹港政府は 2022 年 4 ⽉ 1 ⽇、2021/22 年度の個⼈所得税申告書（BIR60）の発⾏⽇を
6 ⽉ 1 ⽇に延期すると発表しました。申告期限は申告書の発⾏⽇から 1 か⽉以内となるため、今年度
の申告期限は 7 ⽉ 1 ⽇に延⻑されることとなります。 

 
申告書の種類 本来の申告期限 2021/22 年度の申告期限 

BIR60（Tax Return-Individual） 2022 年 6 ⽉ 1 ⽇ 2022 年 7 ⽉ 1 ⽇ 
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２．企業に対する⼀⼈当たり 8,000 ⾹港ドルの補助⾦の⽀給について 

⾹港政府は 2022 年 3 ⽉ 18 ⽇、新型コロナウイルス感染拡⼤の第５波で打撃を受ける企業に対
し、５⽉から 3 か⽉にわたり補助⾦の⽀給を⾏うと発表しました。失業率が急速に悪化しつつあることか
ら、補助⾦を通じて 110 万から 130 万⼈の雇⽤維持を図る考えです。詳細は後⽇発表される予定です
が、中⼩企業を中⼼に従業員 1 ⼈当たり⽉ 8,000 ⾹港ドルが⽀給される予定です。同様の補助⾦は
2020 年に⽀給されましたが、前回との相違点として以下が挙げられます。 

・ 前回は「9,000 ⾹港ドルを上限に⽉間給与の 50％」としていた⽀給額を⼀律 8,000 ⾹港ドルとして
⼿続を簡素化 

・ スーパーや銀⾏など、第 5 波の打撃が⽐較的⼩さいと判断された業種は対象外 
・ 中⼩企業の救済に重点を置くため、補助⾦⽀給の対象となる従業員の数に上限を設けることを検討 
・ 前回補助⾦を受給した企業については、前回対象となった従業員数を今回の⽀給上限に据える予定 
 

 
3. コロナ関連の規制の変更について 

(1） ワクチンパス制度の変更について 
⾹港政府は 2022 年 3 ⽉ 20 ⽇、新型コロナウイルスのワクチン接種を済ませた⼈にのみ商業・娯

楽施設などの利⽤を認める「ワクチンパス」制度について、第３段階への移⾏時期を 1 か⽉前倒しする
と発表しました。原則として５⽉ 31 ⽇以降は３回⽬接種を済ませていなければワクチンパスが無効と
なり、⾏動が制限されます。具体的なスケジュール及び要件は以下の通りです。 

 
 スケジュール 12〜17 歳 18 歳以上 

第 1 段階 2/24〜4/29 1 回接種必要 1 回接種必要 

第 2 段階 4/30〜5/30 
2 回接種必要 
ただし、1 回⽬の接種から 6 か⽉未満
であれば 1 回接種でも可 

2 回接種必要 

第 3 段階 5/31〜 
3 回接種必要 
ただし、2 回⽬の接種から 6 か⽉未満
であれば 2 回接種でも可 

3 回接種必要 
ただし、2 回⽬の接種から 6 か⽉未満
であれば 2 回接種でも可 
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(2） ⾹港居⺠が海外から⼊境する場合の強制検疫措置の緩和について 

⾹港政府は 2022 年 3 ⽉ 21 ⽇、4 ⽉ 1 ⽇以降に⾹港居⺠が海外から⼊境する場合の強制
検疫措置を緩和すると発表しました。現在は検疫ホテルで 14 ⽇間の隔離が義務付けられています
が、4 ⽉以降は５⽇⽬に当局による PCR 検査を受けその結果が陰性で、さらに 6 ⽇⽬及び 7 ⽇⽬
の抗原検査も陰性であれば、ホテルを出て帰宅または別の滞在場所に移ることが認められます。⼀
⽅、⾹港の ID カードやビザを持たない⾮⾹港居⺠については、引き続き⼊境が禁⽌となります。 
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フェアコンサルティング⾹港 
（Fair Consulting Hong Kong Co., Limited） 
⾹港九⿓海港城海洋中⼼ 16 樓 1629A-30 室   
電話︓+852-2156-9698 
担当︓⼭⼝（YAMAGUCHI）⽇本国公認会計⼠ 
ka.yamaguchi@faircongrp.com 


